
【周知】振興基準改正に伴うパートナーシップ構築宣言のひな形改正について 

 

政府では、サプライチェーン全体での付加価値向上や取引関係の適正化に向けて、「パート

ナーシップ構築宣言」に係る取組を推進してまいりました。皆様の御尽力により、宣言数は

８万社を超え、多くの事業者から本宣言の趣旨に御理解・御賛同をいただいておりますこと、

厚く御礼申し上げます。 

 

皆様の御尽力により、｢パートナーシップ構築宣言｣は拡大を続けておりますが、このような

現下の経済社会情勢の下でこそ、各事業者において、宣言の趣旨を踏まえ、サプライチェー

ン全体での課題克服に向けた取組や、取引関係の適正化に向けた取組が実行されることが、

一層強く、期待されるところであります。 

 

さて、この度、令和８年１月１日付けでパートナーシップ構築宣言のひな形を改正いたしま

す。パートナーシップ構築宣言は、「発注者」の立場から、「代表者の名前」で、サプライチ

ェーン全体の付加価値向上や振興基準・望ましい取引慣行の遵守等について自主的に宣言・

公表することで、取引適正化に関する社内への意識徹底、取引先からの取組の見える化等を

図り、サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組です。 

 

パートナーシップ構築宣言では振興基準の遵守についても宣言いただいていますが、振興

基準が改正され令和８年１月１日から施行されることに伴い、パートナーシップ構築宣言

のひな形についても同日付で改正いたします。また、新しいひな形については令和８年１月

１日から御利用いただけますが、12 月中旬で公表要領が改正されたことも踏まえ、宣言企

業の皆様におかれては、適時、新しいひな形で「パートナーシップ構築宣言」を更新いただ

き、宣言内容を適切に履行していただきたいと考えております。 

 

つきましては、貴団体におかれては、既に宣言いただいている会員企業様へ、新しいひな形

での｢パートナーシップ構築宣言｣の適時の更新及び宣言内容の適切な履行実行について呼

びかけをお願いいたします。また、まだ宣言されていない会員企業様へは、新しいひな形で

の宣言を御検討いただくよう、合わせて周知をお願いいたします。 

 

詳細につきましては、添付資料に記載しておりますので、ご確認いただけますと幸いです。 

 

以上、御協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。 
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